
２０２６年２月２７日 

２０２６年度事業計画の認可申請について 

ＮＴＴ西日本株式会社は、２０２６年度事業計画（単体）につ

いて、本日、次のとおり総務大臣に認可申請を行いました。 

【本件に関するお問合せ先】 

経営企画部 広報室 
 ＴＥＬ：０６－６４９０－００２４  



令 和 ８ 年 度 事 業 計 画 書 

N T T 西 日 本 株 式 会 社 
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Ⅰ．情報通信を取り巻く環境 

 情報通信は、生成ＡＩ、デジタルツイン、量子コンピューティング、ＷＥＢ３などの進展に

よる新たなＩＣＴ社会の形成を通じて、社会経済活動の効率化・活性化、国民生活の利便性向

上、地方創生等に大きく貢献することが期待されており、官民一体となってそれらの実現に取

組んでいるところである。そのような中、あらゆる事業・生活でＡＩの普及・高度化に伴うデ

ジタル化・オンライン化の流れがより一層進展し、流通するデータ量が増大していくとともに、

サイバーセキュリティ上の脅威も高度化・複雑化しており、それらを支える社会基盤としての

重要性が増してきている。 

 また、情報通信市場は、ブロードバンド化・グローバル化の進展、スマートデバイスやソー

シャルメディアなどの普及により、ニーズや利用形態の高度化・多様化が更に進み、ビッグデ

ータ、ＩｏＴの活用、プラットフォーム型サービスやクラウドサービスの拡大など、市場構造

の変化が進展している。 

 通信市場においては、光アクセスを基盤としたサービス競争に加え、モバイルの高速化によ

るサービス間競争が進み、固定と移動、通信と放送、更には、多様な無線端末の活用によるサ

ービスの融合が進展するなど、大きく変化してきている。 

 

Ⅱ．ＮＴＴ西日本の責務 

 当社は、このような激変する事業環境の中、ユニバーサルサービスの見直しの方向性を踏ま

えた良質で安定的なサービスの提供、高品質かつ安心・安全な通信ネットワークの構築、災害

などの際の迅速な復旧、従前から実施している利用者への丁寧な周知・説明を進め、ＩＣＴ基

盤となる光アクセス網の充実、メタル設備を利用した加入電話の光・モバイルを用いたサービ

スへの段階的な移行、公正な電気通信市場形成への寄与、応用的研究開発の推進などにより、

電気通信における信頼性・公共性の確保などに努めていく。 

 

Ⅲ．基本的な経営方針 

 当社は、“光”の特性を活かしたオープンな通信基盤を提供するとともに、最先端の技術・イ

ノベーションに基づくＩＯＷＮ構想の具現化やデータ・ドリブンによる新たな価値創造などを

推進し、お客様の“利用形態に合わせた多彩なサービス”の提供を通じて、持続可能な地域社

会の実現や地球のサステナビリティに貢献していく。 

 また、令和７年７月に社名を「ＮＴＴ西日本株式会社」に改めるとともに、ＣＩを刷新して

おり、既存ブランド価値を活かしながら、ＮＴＴグループの技術力やケイパビリティを分かり

やすく示し、先進的な企業としてのブランド向上を図っていく。 

 事業活動にあたっては、現行法の枠組みの下で公正競争条件を厳格に確保するとともに、コ

ンプライアンスの徹底に努める。 

 

Ⅳ．令和８（２０２６）年度の経営方針 

 令和８年度の事業経営にあたっては、この基本的な経営方針に基づき、より快適で安心・安

全な通信基盤の提供を進め、地方創生に資するＩＣＴの新たな利用シーンの創出、フレッツ光

クロス提供エリア拡大による更なる高速化、多様なサービス提供事業者への光コラボレーショ

ンモデルの適正かつ公平な提供やアライアンスの推進による新たなサービスを創造するなど、

あらゆる人々が幸せで豊かな未来の実現に向けたバリュークリエーションパートナーとして、

新たな価値の共創に尽力する。また、２０２５年大阪・関西万博などにおいて世界の皆さまに

体感していただいたＩＯＷＮの利用シーンのさらなる開拓に取組み、「オールフォトニクス・ネ

ットワーク（ＡＰＮ）」等のデータ・ドリブン社会を支える最先端技術の社会実装を進めていく。
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加えて、地域密着型の営業活動を通じて、お客様のご意見・ご要望などへ的確かつ迅速な対応

を行うとともに、最新技術、設備・拠点などの経営資源を活かし、地域社会のデジタル化への

取組支援、教育ＤＸなどのデジタルの力を活用した社会課題解決への取組により、デジタル田

園都市国家構想や地方創生２．０の実現に貢献する。 

 あわせて、社会的な重要インフラの提供を担う事業者として、通信サービスの安定的提供の

確保、設備事故の未然防止、激甚化する自然災害などの大規模災害を想定した通信ビルの水防

対策、中継網設備の冗長化、サービス影響最小化に向けた予備電源長時間化などの設備対策の

強化を通じて、通信ネットワークの強靭化に努めるとともに、災害など有事の際の復旧や被災

者及び関係者への多様な通信手段の提供などにおけるグループ総力を挙げた活動を通じてお客

様の信頼にお応えするなど、安心・安全な社会の実現に貢献する。また、令和７年度における

通信サービス障害を重く受け止め、同様の事象を発生させることのないよう、再発防止策であ

るフェールセーフ機能の具備や、作業進捗管理および工事前チェックの強化等に取組み、重要

インフラである通信サービスを提供する企業としての社会的責任を果たしていく。 

 さらには、ＡＩ等デジタル技術の活用を通じた自らのデジタルトランスフォーメーションに

より一層の経営の効率化に努め、経営基盤の安定・強化を図るとともに、情報セキュリティの

強化等ガバナンスの充実に向け、継続的に取組んでいく。また、接続の円滑化とネットワーク

のオープン性の確保に向けた取組み、人材の育成、グループ企業とも連携した新規事業の展開、

環境負荷軽減への貢献などを積極的に推進し、共同調達を活用することにより、将来にわたっ

て安定した事業の発展を期するとともに、これらの施策の成果をお客様、地域社会、また持株

会社を通じて株主の皆様に還元できるように努めることとする。 

 

Ⅴ．結文 

 以上の考え方に立ち、次の項目に重点をおいて事業経営を行うこととし、その遂行にあた

っては経営環境の変化に即応しつつ弾力的に行っていく。 
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１.音声伝送サービス 

(1) 加入電話 

加入電話については、移転を含め、すべての需要に即応することとして 

  おり、令和８年度末の加入数は、約４１８万加入となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

増   設 ▲４５万加入 

移   転  ４５万加入 

 

 (2) 福祉電話 

福祉社会の進展に伴い、電気通信サービスに対する福祉面での社会的要 

  請に応えるため、シルバーホン（あんしん、めいりょう、ひびき、ふれあ 

  い）等の福祉関係商品の提供を推進することとする。 

 

項   目 計 画 数 

シ
ル
バ
ー
ホ
ン 

あんしん １０百個 

めいりょう １百個 
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 (3) 公衆電話 

   公衆電話については、社会生活上の安全及び戸外における最低限の通信手 

段の観点から設置している公衆電話を維持しつつ、ご利用の少ない公衆電話 

の見直しを進めることとする。また、車いす利用者用公衆電話ボックスの継

続的な維持など、福祉サービスの提供に努める。なお、令和８年度末の施設

数は、約３７千個となる見込みである。 

 

 

項   目 計 画 数 

公 衆 電 話 ▲６千個 

 

 (4) 総合ディジタル通信サービス 

   総合ディジタル通信サービスについての令和８年度末の回線数は、ＩＮＳ 

ネット６４が約３８８千回線、ＩＮＳネット１５００が、約１千回線となる 

見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

ＩＮＳネット６４ ▲６６千回線 

ＩＮＳネット１５００   ▲１千回線 
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２.データ伝送サービス 

   拡大するブロードバンドサービスの需要に対応し、“光”を中心としたアク

セスサービスの充実、及び多彩なサービスの提供に努める。なお、令和８年

度末のフレッツ光契約数は、令和７年度の純増数８万契約を含め、約１，０

５０万契約となる見込みである。 

 

項   目 計 画 数 

フレッツ光 ８万契約 

 

 

３.専用サービス 

   専用サービスについては、令和８年度末の回線数は、一般専用サービスが 

約４９千回線、高速ディジタル伝送サービスが約２千回線となる見込みであ

る。 

 

項   目 計 画 数 

一般専用サービス ▲１９千回線 

高速ディジタル伝送サービス ▲１千回線 

 

 

４.電報サービス 

電報サービスについては、サービスの充実・業務の効率化を推進するための 

 システム維持等を実施する。 
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５.電気通信施設の改良・高度化 

(1) アクセス網の光化 

  アクセス網の光化については、ブロードバンドサービスの通信需要等に 

あわせ、効率的に推進する。 

 

項   目 計 画 数 

加入者光ケーブル ５０万心Ｋｍ 

 

(2) 通信網 

   通信網については、ブロードバンドサービスの通信需要等に対応しつつ、 

サービスの高度化、ネットワークの効率化及び信頼性の向上等を推進する。 

      

 (3) 防災対策 

防災対策については、電気通信設備の災害対策、緊急通信の確保対策、 

  大規模災害等を考慮した危機管理・復旧体制の強化及び災害発生後の情報 

  流通支援等、必要な対策を推進する。 

 

  (4) 通信線路の地中化 

通信線路の地中化については、通信設備の信頼性の向上、安全で快適な 

  通行空間の確保、都市景観の向上等の観点から、行政、自治体、他企業と 

  の連携を図りつつ推進する。 
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 (5) 施設整備 

施設整備については、安定的かつ良好なサービス提供に必要なケーブルの

取替等を実施し、お客様サービスの維持並びに作業の安全、社会環境との 

  調和、通信システムの維持安定化を図る。                             

  また、電気通信施設の改良・高度化にあたっては、既存設備の徹底活用等に 

  よるコストの低廉化を推進する。 

 

６. 研究開発の推進 

ＩＣＴやＡＩを始めとするデジタル技術を活用した社会の課題解決に向け、 

以下 3 項目を柱とした技術領域の試験研究施策を推進する。 

 

(1）  ＡＰＮを始めとするＩＯＷＮの社会実装を加速させるネットワーク技術

の開発 

 

(2）  低コストでの高品質かつ安心安全なネットワークの維持・向上、 

オペレーション業務の高度化・効率化に資する技術の開発 

 

(3） 多様化するユーザ環境や業務環境の変化に対応した、ＡＩ・データ活用技 

術、柔軟なクラウド活用技術の開発 

  

以上の主要サービス計画及び設備投資計画の概要は別表のとおりである。 
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